
�愛媛県規則第４８号
愛媛県浄化槽工事業者登録簿閲覧規則等の一部を改正する

規則を次のように定める。

平成１６年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県浄化槽工事業者登録簿閲覧規則等の一部を改正

する規則

次に掲げる規則の規定中「南宇和郡愛南町平城３０４８番地」

を「南宇和郡愛南町御荘平城３０４８番地」に改める。

� 愛媛県浄化槽工事業者登録簿閲覧規則（昭和６０年愛媛県

規則第４９号）別表場所の欄

� 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

（平成１４年愛媛県規則第４６号）別表１３の項

� 愛媛県遊漁船業者登録簿閲覧規則（平成１５年愛媛県規則

第１９号）別表６の項

附 則

この規則は、平成１６年１０月１日から施行する。

�������
�愛媛県規則第４９号
愛媛県漁業調整規則の一部を改正する規則を次のように定

める。

平成１６年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県漁業調整規則の一部を改正する規則

愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）の一部

を次のように改正する。

第３条ただし書中「第８号、第９号、第１５号、第１９号及び

第２０号」を「第７号、第８号、第１４号、第１７号及び第１８号」

に改める。

第７条第１項中「第３号」を「第４号」に改め、同項ただ

し書中「第１６号」を「第４号」に改め、同項第４号を次のよ

うに改める。

� 潜水器漁業（簡易潜水器を使用するものを含む。以下

同じ。）

第７条第１項中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７

号を第６号とし、第８号を第７号とし、同項第９号中「第７

号及び第８号」を「前２号」に改め、同号を同項第８号とし

、同項中第１０号を第９号とし、第１１号から第１５号までを１号

ずつ繰り上げ、第１６号を削り、第１７号を第１５号とし、第１８号

から第２１号までを２号ずつ繰り上げ、同条第２項中「前項第

１３号及び第２１号」を「前項第１２号及び第１９号」に改める。

第８条第１項中「、漁業法」を「、同法」に、「前条第１

号から第３号」を「前条第１項第１号から第４号」に改める

。

第４１条の表１の項禁止区域の欄１のウ及びエ中「川之江市

」を「四国中央市」に改め、同表２の項同欄１のウ及び同表

５の項同欄１のウ中「伊予三島市」を「四国中央市」に改め

、同項同欄１８及び２０並びに第４６条の表１の項�中「東宇和郡
明浜町」を「西予市明浜町」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から起算して１月を経過した日か

ら施行する。ただし、第４１条及び第４６条の改正規定は、公

布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則施行の際現に改正前の愛媛県漁業調整規則（以

下「旧規則」という。）第７条第１項第１６号に掲げる漁業

について同項本文の規定による許可を受けている者（次項

に規定する者を除く。）は、当該許可に係る許可証に記載

された船舶について、この規則の施行の日（以下「施行日

」という。）に改正後の愛媛県漁業調整規則（以下「新規

則」という。）第７条第１項第４号に掲げる漁業について

同項本文の規定による許可を受けたものとみなす。この場

合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係る

許可の有効期間は、施行日におけるその者に係る旧規則第

７条第１項本文の規定による許可の有効期間の残存期間と

同一の期間とする。
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３ この規則施行の際現に旧規則第７条第１項第１６号に掲げ

る漁業について同項本文の規定による許可を受けている者

（施行日前に旧規則第１７条の規定により船舶の総トン数又

は推進機関の馬力数の変更に係る許可証の書換え交付の申

請をした者であって、この規則施行の際現にこれに対する

処分がなされていないものに限る。）は、当該申請に係る

書換え交付後の許可証に記載された船舶について、当該申

請に対する処分があった日（以下「処分日」という。）に

新規則第７条第１項第４号に掲げる漁業について同項本文

の規定による許可を受けたものとみなす。この場合におい

て、当該許可を受けたものとみなされる者に係る許可の有

効期間は、処分日におけるその者に係る旧規則第７条第１

項本文の規定による許可の有効期間の残存期間と同一の期

間とする。

４ 前項に規定する者に係る当該許可については、施行日か

ら処分日までの間は、なお従前の例による。

５ この規則施行の際現に旧規則第７条第１項第１６号に掲げ

る漁業について旧規則第２１条第１項の規定による認可を受

けている者は、当該認可を通知する書面に記載された船舶

について、施行日に新規則第７条第１項第４号に掲げる漁

業について新規則第２１条第１項の規定による認可を受けた

ものとみなす。この場合において、当該認可を受けたもの

とみなされる者に係る認可についての新規則第２２条第２項

の知事が指定した期間（以下「指定期間」という。）は、

施行日におけるその者に係る旧規則第２１条第１項の規定に

よる認可についての指定期間の残存期間と同一の期間とす

る。

６ この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。

告 示

�愛媛県告示第１９８５号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり愛媛県町村議会議員公務災害補償等組合

の規約の変更を許可した。

平成１６年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

組合を組織する地方公共団体のうち重信町及び川内町が

合併し東温市となることに伴い、平成１６年９月２１日から組

合を東温市及び他の地方公共団体が組織する一部事務組合

とするため、組合の規約を変更する。

２ 規約変更年月日

平成１６年９月２１日

３ 規約変更許可年月日

平成１６年９月９日

�������
�愛媛県告示第１９８６号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり愛媛県市町村交通災害共済組合の規約の

変更を許可した。

平成１６年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

組合を組織する地方公共団体のうち重信町及び川内町が

合併し東温市となることに伴い、平成１６年９月２１日から組

合を東温市及び他の地方公共団体が組織する一部事務組合

とするため、組合の規約を変更する。

２ 規約変更年月日

平成１６年９月２１日

３ 規約変更許可年月日

平成１６年９月１０日

�������
�愛媛県告示第１９８７号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり松山養護老人ホーム事務組合の規約の変

更を許可した。

平成１６年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

組合を組織する地方公共団体のうち重信町及び川内町が

合併し東温市となることに伴い、平成１６年９月２１日から組

合を東温市及び他の地方公共団体が組織する一部事務組合

とするため、組合の規約を変更する。

２ 規約変更年月日

平成１６年９月２１日

３ 規約変更許可年月日

平成１６年９月１４日

�������
�愛媛県告示第１９８８号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり松山広域福祉施設事務組合の規約の変更

を許可した。

平成１６年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

組合を組織する地方公共団体のうち重信町及び川内町が

合併し東温市となることに伴い、平成１６年９月２１日から組

合を東温市及び他の地方公共団体が組織する一部事務組合

とするため、組合の規約を変更する。

２ 規約変更年月日

平成１６年９月２１日

３ 規約変更許可年月日

平成１６年９月１４日

愛 媛 県 報平成１６年９月２４日 第１５９５号
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�愛媛県告示第１９８９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり愛媛県自治会館管理組合を組織する

地方公共団体の数の増減を許可した。

平成１６年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 増減内容

重信町及び川内町の脱退

２ 増減年月日

平成１６年９月２０日

３ 増減許可年月日

平成１６年９月１０日

�������
�愛媛県告示第１９９０号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり愛媛県消防団員等災害補償退職報償金組

合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合の規約の変

更を許可した。

平成１６年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 減少等の内容

� 減少内容

組合を組織する地方公共団体のうち重信町及び川内町

が合併し東温市となることに伴い、平成１６年９月２１日か

ら組合を東温市及び他の地方公共団体が組織する一部事

務組合とするため、組合を組織する地方公共団体の数を

減少させる。

� 変更事項

組合を組織する地方公共団体のうち東温消防等事務組

合が解散することに伴い、組合の規約を変更する。

２ 減少等の年月日

平成１６年９月２１日

３ 減少等の許可年月日

平成１６年９月１０日

�������
�愛媛県告示第１９９１号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり愛媛県市町村職員退職手当組合を組織す

る地方公共団体の数の減少及び同組合の規約の変更を許可し

た。

平成１６年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 減少等の内容

� 減少内容

組合を組織する地方公共団体のうち重信町及び川内町

が合併し東温市となることに伴い、平成１６年９月２１日か

ら組合を東温市及び他の地方公共団体が組織する一部事

務組合とするため、組合を組織する地方公共団体の数を

減少させる。

� 変更事項

組合を組織する地方公共団体のうち東温消防等事務組

合及び温泉郡川内町重信町衛生組合が解散することに伴

い、組合の規約を変更する。

２ 減少等の年月日

平成１６年９月２１日

３ 減少等の許可年月日

平成１６年９月１０日

�愛媛県告示第１９９２号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９９３号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００１３７１１０ 有限会社えひめ介護ネットワーク
西条市古川甲２６５番
地の１ 遠 藤 啓 孝 児童居宅介護

えひめ介護ネットワ
ーク本部指定訪問介
護事業所

西条市古川甲２６５番
地の１

平成１６年
９月１５日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００１４７１１１ 有限会社えひめ介護ネットワーク
西条市古川甲２６５番
地の１ 遠 藤 啓 孝 身体障害者居

宅介護
えひめ介護ネットワ
ーク本部指定訪問介
護事業所

西条市古川甲２６５番
地の１

平成１６年
９月１５日

��������������
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�愛媛県告示第１９９８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、船木泉川（池田池）土地改良区から認可申請のあっ

た土地改良事業（維持管理）の計画の変更を平成１６年９月１４

日認可した。

平成１６年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９９９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、波方町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（農道）・片上西地区）の施行に平成

１６年９月７日同意した。

平成１６年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９９４号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９９５号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業所の

所在地を変更した旨の届出があった。

平成１６年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９９６号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１６年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９９７号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業

所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１６年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００１６９１１４ 有限会社えひめ介護ネットワーク
西条市古川甲２６５番
地の１ 遠 藤 啓 孝 知的障害者居

宅介護
えひめ介護ネットワ
ーク本部指定訪問介
護事業所

西条市古川甲２６５番
地の１

平成１６年
９月１５日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者 サービス

の 種 類

指 定 居 宅 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 代表者の氏名 変 更 前 変 更 後

３８０００３０００６２１１０ 吉田興産有限会社
北宇和郡広見町大
字内深田１０６７番地
２

吉 田 公 世 児童居宅
介護

介護福祉サービ
スさくら

北宇和郡広見町
大字永野市６３８
番地３

北宇和郡広見町
大字内深田１０６７
番地２

平成１６年
８月２０日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者 サービス

の 種 類

指 定 居 宅 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 代表者の氏名 変 更 前 変 更 後

３８０００１０００６４１１８ 吉田興産有限会社
北宇和郡広見町大
字内深田１０６７番地
２

吉 田 公 世
身体障害
者居宅介
護

介護福祉サービ
スさくら

北宇和郡広見町
大字永野市６３８
番地３

北宇和郡広見町
大字内深田１０６７
番地２

平成１６年
８月２０日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者 サービス

の 種 類

指 定 居 宅 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 代表者の氏名 変 更 前 変 更 後

３８０００２０００７８１１７ 吉田興産有限会社
北宇和郡広見町大
字内深田１０６７番地
２

吉 田 公 世
知的障害
者居宅介
護

介護福祉サービ
スさくら

北宇和郡広見町
大字永野市６３８
番地３

北宇和郡広見町
大字内深田１０６７
番地２

平成１６年
８月２０日
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�愛媛県告示第２０００号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、波方町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）ハメ谷地区）の施行

に平成１６年９月７日同意した。

平成１６年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２００１号
四国中央市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補

助土地改良事業（農道）・神ノ内地区）の計画の変更は、適

当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）

第９６条の３第５項及び第４８条第９項において準用する同法第

８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供す

る。

平成１６年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）

・神ノ内地区）計画書の写し

� 四国中央市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に

関する条例の写し

２ 縦覧期間

平成１６年９月２７日から１０月２５日まで

３ 縦覧場所

四国中央市役所

�������
�愛媛県告示第２００２号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示す

る。

平成１６年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

北宇和郡津島町大字槇川字槇川山（国有林。次の図に

示す部分に限る。）

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字槇川山（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

北宇和郡津島町大字槇川字足河山・字下向山・字笹郷

山（以上３字国有林。次の図に示す部分に限る。）

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字足河山・字下向山・字笹郷山（以上３字国有林

。次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

北宇和郡津島町大字槇川字笹郷山（国有林。次の図に

示す部分に限る。）

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字笹郷山（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所

北宇和郡津島町大字下畑地字宇土ノ郷山、大字槇川字

狩場山（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字宇土ノ郷山・字狩場山（以上２字国有林。次の

図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

５� 保安林予定森林の所在場所

北宇和郡津島町大字槇川字笹郷山・字長走山（以上２
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字国有林。次の図に示す部分に限る。）

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字長走山（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

６� 保安林予定森林の所在場所

北宇和郡津島町大字槇川字下成山・字狩場山・字横吹

山・字道ノ川・大字増穂字二ノ谷山（以上５字国有林。

次の図に示す部分に限る。）、字三ノ谷山

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字下成山・字狩場山・字横吹山・字二ノ谷山・字

三ノ谷山（以上５字国有林。次の図に示す部分に限

る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

７� 保安林予定森林の所在場所

宇和島市大字川内字鬼ヶ城山（国有林。次の図に示す

部分に限る。）

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字鬼ヶ城山（国有林。次の図に示す部分に限る。

）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

８� 保安林予定森林の所在場所

宇和島市大字野川字滑床山（国有林。次の図に示す部

分に限る。）

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字滑床山（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

９� 保安林予定森林の所在場所

北宇和郡広見町大字奈良字奈良奥山（国有林。次の図

に示す部分に限る。）

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字奈良奥山（国有林。次の図に示す部分に限る。

）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

１０� 保安林予定森林の所在場所

北宇和郡広見町大字中ノ川字中ノ川奥山（国有林。次

の図に示す部分に限る。）

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字中ノ川奥山（国有林。次の図に示す部分に限る

。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。
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１１� 保安林予定森林の所在場所

北宇和郡松野町大字目黒字目黒山（国有林。次の図に

示す部分に限る。）

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字目黒山（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

１２� 保安林予定森林の所在場所

北宇和郡松野町大字目黒字目黒山（国有林。次の図に

示す部分に限る。）

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字目黒山（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

１３� 保安林予定森林の所在場所

北宇和郡松野町大字目黒字目黒山（国有林。次の図に

示す部分に限る。）

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字目黒山（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

１４� 保安林予定森林の所在場所

北宇和郡松野町大字富岡字久米治奥山（国有林。次の

図に示す部分に限る。）

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字久米治奥山（国有林。次の図に示す部分に限る

。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

１５� 保安林予定森林の所在場所

南宇和郡一本松町大字正木字替地山（国有林。次の図

に示す部分に限る。）

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字替地山（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

１６� 保安林予定森林の所在場所

南宇和郡一本松町大字正木字郷城羽後山（国有林。次

の図に示す部分に限る。）

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字郷城羽後山（国有林。次の図に示す部分に限る

。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

１７� 保安林予定森林の所在場所

南宇和郡城辺町大字緑字山出シ山（国有林。次の図に
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示す部分に限る。）

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字山出シ山（国有林。次の図に示す部分に限る。

）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及

び関係書類を愛媛県庁並びに宇和島市役所及び関係町役場に

備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２００４号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基

づき、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量を実

施する旨の通知があった。

平成１６年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 基本測量（電子基準点測量）

２ 作業期間 平成１６年１１月１日から

平成１７年３月３１日まで

３ 作業地域 上浮穴郡久万高原町、南宇和郡内海村

�愛媛県告示第２００３号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成１６年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２００５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１２）第１１９７０号 平成１２年
７月３日 東洋道路� 山本 輝秋 今治市山路３９４－１ 平成１６年

８月３日 電気工事業 建設業の廃止
（一部廃業）

（般－１５）第１４１４９号 平成１５年
１１月２０日 �末広建設 福島 和紀 松山市和気町２－７４７

－３
平成１６年
８月５日

土木工事業
とび・土工工事業
舗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１３）第１４９４８号 平成１４年
３月１２日 ジーエス四国販売� 延原 一朗 松山市平田町３９５ 平成１６年

８月５日 電気工事業 建設業の廃止

（般－１２）第５６５８号 平成１２年
１０月１７日 寒川建設 寒川 節雄 松山市祝谷６－１１８８－

２
平成１６年
８月６日

土木工事業
建築工事業
とび・土工工事業

建設業の廃止

（般－１３）第１２２７０号 平成１３年
７月８日 創生建設� 砂川 直樹 松山市西垣生町１２０９－

８
平成１６年
８月１０日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１３）第１２５２０号 平成１４年
１月１７日 せんだ塗装店 千田 克三 西条市飯岡２４１２－４７ 平成１６年

８月１７日 塗装工事業 建設業の廃止
（法人成り）

（般－１４）第１８７２号 平成１４年
１０月３０日 �永井工業 永井 理正 西宇和郡瀬戸町川之浜

２１３２－１
平成１６年
８月１８日 建築工事業 建設業の廃止

（一部廃業）

（般－１３）第１４９７１号 平成１４年
３月２９日 住宅建築研究所 日野 幸次 松山市保免中１－２－

２１
平成１６年
８月１９日

建築工事業
大工工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロッ
ク工事業
鋼構造物工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－１２）第３７８０号 平成１３年
２月２４日 �佐々木鉄工所 佐々木秀夫 松山市空港通３－３－

８
平成１６年
８月２４日

建築工事業
鋼構造物工事業 建設業の廃止

（般・特－１２）第５２６号 平成１２年
５月２３日 �ブリッジカンパニー 橋本 隆 喜多郡内子町城廻９９１

－１
平成１６年
８月２６日 造園工事業 建設業の廃止

（一部廃業）
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第７８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方

教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第８条第１項の規定による直接請求の要件となるべき選

挙権を有する者の数は、次のとおりである。

平成１６年９月２４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件とな

るべき選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，２１４，４７０

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２４，２９０

� ４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３

分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ２６９，０７９

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する

者の数

任 免 辞 令

�任免辞令
８月２３日

愛媛県技術吏員 冨 岡 要 一

死亡

�愛媛県告示第２００６号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３

項の規定により告示する。

平成１６年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１６松局伊土検（開）第３１号

平成１６年９月１４日

伊予郡米湊字大角蔵１５００番１、１５００番８、１５００番９、１５０１番８、１５
０１番１０及び１５０２番１

伊予市米湊１６７７番地１
阿 部 悦 雄

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

松第
５１号

松山市南堀端町１番地 指定金融機関伊予銀行 松山市大街道一丁目３番地１
指定金融機関伊予銀行南支店

平成１６年８月８日

温 泉 郡 ３３，１４４ １１，０４８

上 浮 穴 郡 １３，２７８ ４，４２６

伊 予 郡 ５１，９７６ １７，３２６

喜 多 郡 ２５，１８７ ８，３９６

西 宇 和 郡 １９，８９６ ６，６３２

北 宇 和 郡 ４２，０５４ １４，０１８

南 宇 和 郡 ２３，６１４ ７，８７２

選 挙 区 別 選挙権を有する者
の総数

同左の３分の１の
数

松 山 市 ３８２，０５０ １２７，３５０

今 治 市 ９５，０６０ ３１，６８７

宇 和 島 市 ４９，６１２ １６，５３８

八 幡 浜 市 ２６，３７５ ８，７９２

新 居 浜 市 １０３，５５４ ３４，５１８

西 条 市 ４７，２７２ １５，７５８

大 洲 市 ３０，８８０ １０，２９４

伊 予 市 ２４，８４３ ８，２８１

北 条 市 ２３，８３９ ７，９４７

東 予 市 ２７，０９４ ９，０３２

四 国 中 央 市 ７７，１４０ ２５，７１４

西 予 市 ３９，０３７ １３，０１３

周 桑 郡 １９，５３４ ６，５１２

越 智 郡 ５９，０３１ １９，６７７
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